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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条により、平成２１年１月２９日付けで公告され

た基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令

案に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

（文中では敬称を省略しております。）
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別 紙 

審議会答申案に対する当社意見書でも述べたとおり、ＮＴＴ東・西がＰＳＴＮの移行に関する

情報を明らかにしていない以上、加入電話回線数の減少に伴う補正の必要性や、その額につ

いての妥当性を第三者が判断することは不可能な状況です。また、コスト算定方法を補正する

際に、想定した番号単価が水準に留まらなかったこと等を理由に翌年さらに再補正されるような

ことがあっては、制度の安定性・信頼性を損ないかねないため、補てん額の多寡に関係なく、

補正の是非について関係者間で改めてコンセンサスを得ることが必要であると考えます。 

なお、今回の措置は平成２１年度から２３年度までの 3 年間の暫定措置とされていますが、加

入電話回線数の継続的な減少という問題は、ＰＳＴＮの移行期間中は解消するものではありま

せん。いつまで補正を行うのか不明なまま制度を運用し続けることは、国民の利益に反するた

め、ＮＴＴ東・西に、２０１０年を待たずにＰＳＴＮの移行計画を開示させ、次期ユニバ制度の在り

方を含めた接続ルールの在り方の総合的な見直しに早急に着手すべきです。 

 

以 上 


